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海
部
南
部
水
道
企
業
団
事
後
審
査
方
式
制
限
付
一
般
競
争
入
札
実
施
要
領

平
成
二
十
六
年

三
月
十
九
日

要

領

第 
 

二 
 

号

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
要
領
は
、
海
部
南
部
水
道
企
業
団
が
実
施
す
る
建
設
工
事
の
制
限
付
一
般
競
争
入

札
に
お
い
て
、
入
札
参
加
者
の
技
術
的
能
力
の
審
査
に
係
る
事
務
の
効
率
化
及
び
入
札
参
加
者

の
手
続
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
入
札
後
落
札
決
定
ま
で
に
、
落
札
候
補
者
の
工
事
の
経
験
、

施
工
状
況
及
び
配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
等
の
入
札
参
加
資
格
を
審
査
す
る
方
式
に
つ
い
て
、

海
部
南
部
水
道
企
業
団
制
限
付
一
般
競
争
入
札
実
施
要
領
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
対
象
工
事
）

第
二
条

こ
の
要
領
に
よ
り
実
施
す
る
対
象
工
事
は
、
制
限
付
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
実
施
す
る
建

設
工
事
の
う
ち
か
ら
企
業
長
が
決
定
す
る
。

（
入
札
参
加
資
格
の
確
認
）

第
三
条

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
公
告
に
示
す
受
付
期
限
ま
で
に
、
事
後
審
査
方

式
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
確
認
申
請
書
」
と
い
う
。
）

を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

企
業
長
は
、
受
付
期
間
経
過
後
速
や
か
に
、
確
認
申
請
書
の
記
載
事
項
を
確
認
し
、
事
後
審
査

方
式
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
通
知
書
（
様
式
第
二
号
。
以
下
「
確
認
通
知
書
」
と
い
う
。
）

を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
海
部
南
部
水
道
企
業
団
入
札
参
加
資
格

審
査
委
員
会
（
以
下
「
審
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
審
査
は
要
し
な
い
。

３

前
項
の
確
認
通
知
書
に
は
、
こ
の
段
階
で
の
審
査
は
予
備
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
審
査
は
開
札
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後
、
落
札
候
補
者
に
対
し
て
実
施
す
る
旨
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
）

第
四
条

入
札
参
加
者
は
、
電
子
入
札
に
よ
ら
な
い
入
札
の
場
合
は
、
入
札
会
場
に
お
い
て
確
認

通
知
書
を
提
示
し
、
入
札
執
行
者
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
開
札
）

第
五
条

入
札
執
行
者
は
、
開
札
後
、
入
札
参
加
者
全
員
の
入
札
書
記
載
金
額
及
び
入
札
者
名
を
読

み
上
げ
、
落
札
決
定
を
保
留
し
、
最
低
価
格
に
よ
る
入
札
者
か
ら
順
に
入
札
参
加
資
格
の
審
査

を
し
た
上
で
落
札
者
を
決
定
す
る
旨
の
宣
言
を
し
、
開
札
を
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

２

最
低
制
限
価
格
を
設
定
し
た
工
事
の
入
札
の
場
合
は
、
開
札
後
、
入
札
参
加
者
全
員
の
入
札
書

記
載
金
額
及
び
入
札
者
名
を
読
み
上
げ
、
落
札
決
定
を
保
留
し
、
最
低
制
限
価
格
以
上
の
価
格

を
入
札
書
に
記
載
し
た
者
の
う
ち
、
最
低
価
格
に
よ
る
入
札
者
か
ら
順
に
入
札
参
加
資
格
の
審

査
を
し
た
上
で
落
札
者
を
決
定
す
る
旨
の
宣
言
を
し
、
開
札
を
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

３

電
子
入
札
に
よ
る
場
合
は
、
前
二
項
の
宣
言
に
代
え
、
入
札
参
加
者
全
員
に
対
し
て
落
札
候
補

者
決
定
通
知
書
を
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
り
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
札
後
の
審
査
）

第
六
条

入
札
執
行
者
は
、
落
札
候
補
者
に
対
し
、
開
札
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
日
（
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
以
内
に
、
入
札
参
加
資
格
の
事
後
審
査
に
必

要
な
書
類
（
様
式
第
三
号
）
を
持
参
に
よ
り
提
出
さ
せ
、
企
業
長
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
審
査

す
る
も
の
と
す
る
。

２

開
札
日
以
降
、
落
札
決
定
ま
で
の
間
に
入
札
参
加
資
格
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
者
は
、
落
札
候
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補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

落
札
候
補
者
が
第
一
項
の
期
限
ま
で
に
書
類
を
提
出
し
な
い
場
合
は
、
当
該
落
札
候
補
者
は
、

入
札
参
加
資
格
を
満
た
さ
な
い
も
の
と
み
な
す
。

４

企
業
長
は
、
前
項
に
該
当
す
る
場
合
又
は
審
査
の
結
果
、
落
札
候
補
者
が
入
札
参
加
資
格
を
満

た
さ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
適
格
者
が
確
認
で
き
る
ま
で
、
次
順
位
の
落
札
候
補
者

に
対
し
て
第
一
項
の
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
開
札
日
を
上
位
の

落
札
候
補
者
の
審
査
が
終
了
し
た
日
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
委
員
会
の
承
認
）

第
七
条

企
業
長
は
、
落
札
候
補
者
の
審
査
結
果
を
速
や
か
に
審
査
委
員
会
へ
事
後
審
査
方
式
一
般

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
調
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
報
告
し
、
承
認
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、

落
札
者
を
決
定
す
る
。

（
落
札
決
定
等
の
通
知
）

第
八
条

企
業
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
落
札
者
の
決
定
後
速
や
か
に
、
入
札
参
加
者
全
員
に
対

し
て
、
落
札
者
決
定
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
と
と
も
に
、
審
査
の
結
果
、

落
札
者
と
な
ら
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
、
入
札
参
加
資
格
不
適
格
通
知
書
（
様
式
第
六
号
）
に

よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
入
札
に
よ
る
場
合
の
通
知
は
、
電
子
入
札
シ
ス

テ
ム
等
に
よ
り
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
入
札
参
加
資
格
不
適
格
通
知
書
を
受
理
し
た
者
は
、
当
該
通
知
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、

当
該
通
知
が
到
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除

く
。
）
以
内
に
、
書
面
（
様
式
第
七
号
）
を
持
参
し
、
企
業
長
に
対
し
て
当
該
入
札
参
加
資
格

要
件
を
満
た
さ
な
い
と
認
め
た
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

企
業
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
書
面
を
受
理
し
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
五
日
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
）
以
内
に
、
書
面
（
様
式
第
八

号
）
に
よ
り
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
に
規
定
す
る
申
立
て
は
、
開
札
以
降
の
事
務
の
執
行
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


